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地域生活支援拠点事業所の登録要件のイメージについて 

※表中の「ＧＨ」は共同生活援助を、「ＳＳ」は短期入所をいう。 

 

区分 要件１（原則） 要件２ 要件３ 要件４ 

登録要件

の概要 

同一建物で 

ＧＨ＋ＳＳ 

同一区内の別事業所 

（ＧＨ＋ＳＳ1事業所ずつ） 

同一区内の別事業所 

（ＧＨ＋ＳＳ複数事業所） 

同一区内の別事業所 

法人 同一法人 同一法人 同一法人 複数法人（コンソーシアム） 

イメージ 

（例） 

（同一建物）

 
    

建物 

・新築、既存建物の増

築・改築・改修とも可

能である。 

・原則として、既存建物の増築・改築・改修を想定している。ただし、一部新築との組み合わせも可能とする。 

・国庫補助による整備の対象はＧＨ、ＳＳのいずれか 1事業所のみとなる。 

 

・上記の他ＧＨ1 事業所＋ＳＳ2 事業所

又はＧＨ2 事業所＋ＳＳ1 事業所といっ

た組み合わせも可能である。 

・Ａ法人がＧＨ＋ＳＳ、Ｂ法人がＳＳ

のみといった組み合わせも可能であ

る。 

ＧＨ

ＳＳ

ＧＨ

【Ａ法人】

ＳＳ

【Ａ法人】

拠点事業所

同一区内の別事業所

ＳＳ

【Ａ】

同一区内の別事業所

拠点事業所

ＧＨ

【Ａ】

ＧＨ

【Ａ】

ＳＳ

【Ａ】

ＧＨ

【Ａ法人】

ＳＳ

【Ｂ法人】

拠点事業所

同一区内の別事業所

拠点事業所


